
福山市キャリア教育支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大学生等が福山市内の中小企業者等に触れる機会の増進を支援する

ことを目的として、福山市内の事務所等に就職を目的とした職場体験又は企業見学を行う

バスツアーを実施する者に対して市が予算の範囲内でその費用の一部を補助する福山市

キャリア教育支援事業補助金の交付について、福山市補助金等交付規則（昭和４１年規則

第１７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによ

る。 

 (1) 「中小企業者等」とは、次の者をいう。 

  ア 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲

げる者及び中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項第２号の

規定に該当する者をいう。ただし、日本標準産業分類に規定される農業・林業・漁業

は除く。 

  イ 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法 （平成１０年法律第７号）に規定す

る特定非営利活動法人に該当する者をいう。 

  ウ 公益法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４

８号）に規定する一般社団法人及び一般財団法人、並びに公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）に規定する公益社団法人及び

公益財団法人に該当する者をいう。 

  エ 医療法人 医療法（昭和２３年法律２０５号）に規定する医療法人に該当する者を

いう。 

  オ 社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会福祉法人に

該当する者をいう。 

  カ 協同組合等 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号及び同法別表第３

に規定する協同組合等に該当する者をいう。 

  キ 保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者 第３号アからカまでのもの及び私立



学校法（昭和２４年法律第２７０号）に規定する学校法人（以下「学校法人」という。）、

宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に規定する宗教法人（以下「宗教法人」と

いう。）のうち、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する保育所、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）に規定する認

定こども園、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に規定する地域型保

育事業又は子ども・子育て支援法第７条第１０項第４号から第８号までに規定する子

ども・子育て支援施設等（以下あわせて「保育所・幼稚園・認定こども園等」という。）

に該当する者をいう。 

 (2) 「大企業」とは、中小企業者等以外の者で、事業を営む者をいう。 

 (3) 「みなし大企業」とは、次の者をいう。 

  ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有して

いる中小企業者 

  イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中

小企業者 

  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている

中小企業者 

 (4) 「事業所等」とは、本社、支社、営業所、工場など、事業活動が行われている場所を

いう。 

 (5) 「大学等」とは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等をいう。 

 (6) 「大学生等」とは、大学等の学生をいう。 

 (7) 「市内大学等」とは、福山市内にキャンパスを有する大学等をいう。 

 (8) 「市外大学等」とは、福山市外にキャンパスを有する大学等をいう。 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる要件の

いずれかを満たす者とする。 

 (1) 大学等 

 (2) 構成員の過半数が大学等の在学生である任意団体のうち継続的に活動する団体（以

下「学生団体等」という。） 



 (3) 特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人の

うち、学生を対象とする事業を行うもの（以下「団体等」という。） 

 

 （補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号のすべてを

満たすバスツアー（以下「企業見学等」という。）とする。 

(1) 大学等又は大学等の許可を受けて活動する者が行うこと。 

(2) 福山市内に本社又は事業所を有する中小企業者等を訪問すること。 

(3) 就職を目的とした職場体験又は企業見学であること。 

(4) 大学生等が５人以上参加すること。 

２ 前項に掲げる中小企業者等は、みなし大企業は除くものとする。 

 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、当該企業見

学等に要した次の各号に掲げる経費のうち、支払を証明する書類の提出が可能なものとす

る。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税額は補助対象経費から除くものとする。 

 (1) バス賃借料 

 (2) 高速道路料金 

 (3) 運転手に係る料金 

 (4) その他、市長が認める経費 

２ 補助対象経費のうち、国、県、市町又は各種産業支援機関等が実施する他の制度（補助

金等）から補助を受けているものを除く。 

 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１とし、次の各号に定める額を上限とする。

この場合において、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 

 (1) 第４条に規定する市内の補助対象者が行う企業見学等 ５万円 

 (2) 第４条に規定する市外の補助対象者が行う企業見学等 １０万円 

 



 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げ

る書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 (1) 福山市キャリア教育支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

 (2) 福山市キャリア教育支援事業補助金事業計画書（様式第２号） 

 (3) 福山市キャリア教育支援事業補助金事業収支予算書（様式第３号） 

 (4) 経費明細書（補助対象経費の詳細が確認できるもの） 

 (5) 福山市キャリア教育支援事業補助金誓約書兼同意書（様式第４号） 

 (6) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に定めるもののほか、学生団体等又は団体等の申請者は次の各号に掲げる書類を

添付し、市長に提出しなければならない。 

 (1) 福山市キャリア教育支援事業補助金活動許可書（様式第５号） 

 (2) 規約等、活動状況が確認できる書類 

 (3) 名簿等、構成員が確認できる書類 

３ 同一の申請者は、同一年度内に企業見学等 1回を限度として申請することができる。 

 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の

適否を決定し、適当と認めた場合は予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、速やかに福

山市キャリア教育支援事業補助金交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知する

ものとする。 

２ 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。 

 

 （事業計画の変更） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、第８条第１項

の規定による交付決定の通知を受けた後において、補助事業の内容その他申請に係る事項

を変更しようとするときは、あらかじめ福山市キャリア教育支援事業補助金事業計画変

更・取下げ承認申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、事業内容の変更がなく、かつ補助対象経費を２０パ

ーセント以内で増減する場合は、この限りでない。 



 (1) 変更後の事業計画書（様式第２号） 

 (2) 変更後の事業収支予算書（様式第３号） 

 (3) 変更後の経費明細書（補助対象経費の詳細が確認できるもの。） 

 (4) その他市長が必要と認めた書類 

２ 前項の承認により補助対象経費が減額となった場合、市長は既に決定した補助金の額

を減額することができる。 

３ 第１項の承認により補助対象経費が増額となった場合、補助金の額は当初交付決定額

を上限とする。 

４ 市長は、第１項の規定により補助金の交付決定及び交付額を変更したときは、福山市キ

ャリア教育支援事業補助金事業計画変更・取下げ承認書（様式第８号）によりその旨を補

助事業者に通知するものとする。 

 

 （事業の取下げ） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を取り下げようとするときは、あらかじめ、福山市キャ

リア教育支援事業補助金事業計画変更・取下げ承認申請書（様式第７号）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の事業の取下げを承認するときは、福山市キャリア

教育支援事業補助金事業計画変更・取下げ承認書（様式第８号）によりその旨を補助決

定事業者に通知するものとする。 

 

 （状況報告） 

第１１条 市長は、補助事業者に対し、随時補助事業の遂行状況の報告を求めることができ

るものとする。 

 

 （実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業の帰着日又は支払いが完了する日のいずれか遅い

方から起算して３０日を経過する日又は補助対象事業を実施した日の属する年度の２月

末日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

 (1) 福山市キャリア教育支援事業補助金事業実績報告書（様式第９号） 

 (2) 福山市キャリア教育支援事業補助金事業収支決算書（様式第１０号） 



 (3) 事業に係る経費の領収書等の写し 

 (4) 福山市キャリア教育支援事業補助金事業状況報告書（様式第１１号） 

 (5) その他市長が必要とする書類 

 

 （補助金の額の確定と交付） 

第１３条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確

定し、福山市キャリア教育支援事業補助金交付額確定通知書（様式第１２号）により補助

事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の支払） 

第１４条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請

求書を市長に提出しなければならない。 

 

 （決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた

ときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

２ 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、補助事業者であった者に対し、期限を定めてその返

還を命じるものとする。 

 

 （補助金の返還） 

第１６条 補助金の交付を受けた者は、前条による取消しの通知を受けたときは、速やかに

補助金を返還しなければならない。 

 

 （帳票） 

第１７条 この要綱に定める帳票は、市長が別に定める様式による。 

 

 （本事業の評価等） 



第１８条 市長は、本事業について検証及び評価を行うため、補助金交付先の補助事業者に

対して必要に応じて確認等を行うものとし、補助金の交付を受けた者はこれに協力しな

ければならない。 

 

 （その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、２０２６年（令和８年）４月１日から施行する。 


